
１．事業の目的・概要
人口減少や少子高齢社会等の地域課題に対応する新たな方策を見出し、本格的な
事業化にチャレンジする市町村を支援するため、事業化を実現する前段階で不可欠
となる調査研究事業や実証プロジェクト等について、他地域のモデルあるいは参考
になると認められる先駆的な取組を対象として、事業の実施に要する経費を助成し
ます。

２．対象者、助成額等
⚫ 対象者 ： 市町村（札幌市を除く。）
⚫ 助成額等 ： 対象事業費の10／１０以内

※１ 単独：市町村単独で実施する事業
広域：複数市町村で共同で実施する、事業効果が複数市町村に波及することが期待される事業

※2 ただし、単年度毎に助成審査を実施する

３．対象事業
以下に掲げる政策課題に基づき、市町村が調査研究会等を設置し、単独又は広域
で実施するソフト事業のうち、調査研究事業あるいは実証事業を対象とします。

①少子・高齢化等対策の推進 ②高度情報化の推進 ③地域公共交通の確保
④地場産業の振興 ⑤地域資源の活用 ⑥広域連携の推進

⚫ 国・道等の交付金又は補助金、寄付金、地方債を利用して実施する事業は対象外です。
⚫ 施設整備を目的とするハード事業、市町村の事務事業に要する一般的なシステム導入
（アプリケーション導入を含む。）や備品購入を目的とする事業は対象外です。

⚫ 既に調査研究や実証実験の段階を脱し、本格的な事業の実施段階に達していると認め
られる事業は対象外です。

４．必須条件
① 市町村が自ら実施する事業が対象です。外部の団体に補助金等を支出して実
施する事業は対象になりません。

② 事業実施のために学識経験者等を含む調査研究会を設置していること。法令
又は条例により設置する委員会や審議会、協議会等のほか、市町村の外郭団
体や住民団体、観光協会や商工会議所・商工会等の各種団体は該当しません。

③ 事業に要する経費については、原則として、当初予算上の措置が講じられて
いる、または講じられる見込みであること。

④ 道内市町村のモデル事業として、事業の成果を広く公開すること。また、協会
が実施する研修事業等に協力すること。

区分※1

助成金額 （万円）
助成期間（最大） その他

上限 下限

単独
５００ ５０ 継続する２年間※2

広域 優先採択

助成対象外 助成対象 助成対象外

（Ｘ－１）年度
第１フェーズ

（Ｘ）年度
第２フェーズ

（Ｘ＋１）年度
第３フェーズ

５．イメージ図（プロセス図）

事業の内容 事業イメージ

先駆的調査・実証プロジェクト推進事業助成金の概要
令和５年度 助成（見込）額５，０００万円（令和元年度～）

公益財団法人 北海道市町村振興協会

事業推進担当 ☎011-232-0281

計画・準備
組織化
予算化

調査研究
実証

分析 成果物
導入
運用

・調査研究会
設置
・予算措置

・事業の実施

・事業の詳細
設計
・行程表策定

・事業結果の分析
・全道市町村のモ
デル化等に向け
た考察
・事業化に向けた
課題の整理

・実績報告

・政策情報誌「プラ
クティス」における
成果公表
・データ等の
提供

本格実施

地域
活性化

・基本構想策定
・基本計画策定
・基礎研究
・文献調査
・上記に基づく分析
・準備委員会開催
・助成申請準備事務
・助成申請

（注）上記は単年度事業における標準的な事務事業例である。

• 当別町 「河川支障木チップ製造調査研究事業」（Ｒ1～Ｒ2）

• 栗山町 「ソーシャル・キャピタルの醸成と介護予防効果調査研究事業」（Ｒ1～Ｒ2）

• 南富良野町 「かなやま湖・空知川観光資源持続的保全調査研究事業」（Ｒ2～Ｒ3）

• 鷹栖町 「小規模団体における財政マネジメント強化体制構築調査研究事業」（Ｒ2～Ｒ3）

• 滝川市 「滝川市スマート水田実証プロジェクト」（Ｒ3～） 他

６．過去の助成事業例

７．事務フローチャート（予定）
３月下旬 助成申請書の提出
５月 助成金審査会の審査
６月 助成決定及び同通知
１０月 事業進捗状況調査
２月末 実績報告書及び調査研究結果報告書提出
３月 助成金交付
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